
非常識だろうが関係ない！是が非でもやりたかった組合員化！

労働組合員の資格と社員の資格を定める制度（ショップ制）に

複数の制度（ショップ制）が混在することはあり得ない！

メールアドレス・jsrou@yahoo.ne.jp

ＪＲサービック労働組合

サービック労組

「管理者」「本社社員」組合員化

なんでやねん!? その４


